
 警報等発表時における児童生徒の対応について 

大府市教育委員会 

１「暴風（暴風雪）警報」が大府市を対象区域として発表された場合 

【登校前】 

（１）午前６時３０分より前に警報が解除された場合は、平常通り教育活動を実施します。ただ

し、道路の冠水や橋の破損・積雪等により通学路が危険な状況であり、登校が危険と保護

者が判断された場合は登校を見合わせてください。その場合は、学校に速やかにご連絡く

ださい。 

（２）午前６時３０分以降に警報が解除された場合は、学校は臨時休業とします。（午前６時３

０分を含む） 

【登校後（学校に児童生徒がいる場合）】 

（１）速やかに教育活動を中止します。 

（２）通学路等の安全が確認された場合は、中学生は速やかに下校させます。小学生は原則とし

て保護者への引き渡しを行います。 

（３）通学路等が危険な状態の場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内の安全な場所に

待機させます。 

  ※台風や大型の低気圧等の接近が確実とみられ、今後「暴風（暴風雪）警報」発表の可能性が

高い場合は教育活動を中止し、速やかに下校させることがあります。 

  ※本文中では『大府市』と表記していますが、愛知県全域または愛知県西部・知多全域という

表現で発表されることもあります。（以下、同じ） 

２「特別警報」「レベル５特別警報」「レベル４危険警報」が大府市を対象区域として発表された場合  

用語 説明 

特別警報 氾濫、大雨、土砂災害、高潮、暴風、暴風雪、大雪、波浪の８種類があり

ます。 

氾濫、大雨、土砂災害、高潮の特別警報には名称に「レベル５」を付して

発表されます。 

用例…「レベル５大雨特別警報」「暴風特別警報」 

危険警報 氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４種類があり、名称に「レベル４」を付し

て発表されます。 

用例…「レベル４大雨危険警報」 

【登校前】 

（１）登校を見合わせてください。 

（２）午前６時３０分までに解除された場合は、平常通り教育活動を実施します。ただし、道路

の冠水や橋の破損・積雪等により通学路が危険な状況であり、登校が危険と保護者が判断

された場合は登校を見合わせてください。その場合は、学校に速やかにご連絡ください。 

（３）午前６時３０分以降に特別警報・レベル５特別警報・レベル４危険警報が解除された場合

は、学校は臨時休業とします。（午前６時３０分を含む） 

【登校後（学校に児童生徒がいる場合）】 

（１）速やかに教育活動を中止します。 

（２）通学路等が危険な状態の場合は、安全に帰宅できると判断するまで、学校または避難場所



に待機させます。 

（３）警報解除後、安全に帰宅できると判断した場合には、中学生は速やかに下校させます。小

学生は原則として保護者への引き渡しを行います。 

３「レベル３警報」「レベル２注意報」が大府市を対象区域として発表された場合（原則、休校とならない）  

【登校前】 

（１）道路の冠水や橋の破損・積雪等により通学路が危険な状況であり、登校が危険と保護者が

判断された場合は登校を見合わせてください。その場合は、学校に速やかにご連絡くださ

い。その後、安全が確認され次第、登校させてください。 

【登校後（学校に児童生徒がいる場合）】 

（１）教育活動は継続して行いますが、児童生徒の安全を最優先に、屋内で待機する等の対応を

行う場合があります。 

（２）今後の気象状況や通学路等の状況から判断し、教育活動を中止して速やかに下校させるこ

ともあります。 

（３）通学路等が危険な状態の場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内の安全な場所に

待機させます。 

４「大津波警報」「津波警報」が大府市を対象区域として発表された場合、または「震度５弱以上の地震」が発生した場合  

【登校前】 

（１）登校を見合わせてください。翌日以降は自宅待機とし、学校から登校再開の連絡があるま

で待機してください。 

【登校後（学校に児童生徒がいる場合）】 

（１）速やかに教育活動を中止し安全な場所へ避難させます。 

（２）通学路等の安全が確認された場合は、中学生は速やかに下校させます。小学生は原則とし

て保護者への引き渡しを行います。 

（３）通学路等が危険な状態の場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内の安全な場所に

待機させます。 

５「南海トラフ地震臨時情報」が大府市を対象区域として発表された場合 

 （１）原則として、平常通り教育活動を実施します。ただし、保護者が登校を危険と判断した場

合は、登校を見合わせてください。その後、安全が確認され次第、登校させてください。 

６「暴風（暴風雪）警報」等の発表時の学校給食の取り扱いについて 

 （１）暴風（暴風雪）警報の発表の可能性が高いと予想される場合には、前日中（前日が休日等

の場合は、その日に最も近い平日）に簡易給食へ変更する場合があります。 


